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  ・大規模マンション建設問題」懇談会 (レジメ) 

        2011 年 4 月 3日 主催「住みよい豊田をつくる会」 

【目次】 

 (情報提供) 

  １．建設構想 

  ２．業者説明会の議事録より 

  ３．意見書に対する回答より 

  ４．公聴会開催要望の結果 

  ５．日野市のまちづくりの条例や施策などに照らして 
  ※「条例」の記述は、断りのないかぎり、「日野市まちづくり条例」のことです。 
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 説明会資料の１階平面図と、 

周辺地図を合成 

・種別 分譲住宅 

・階数 １０階 

・戸数 １３５戸 

・敷地面積 

   ４９８３ｍ２ 

・建築面積 

   ２９７７ｍ２ 

・延べ床面積 

  １４８３７ｍ２ 

・最高高さ 

  ３０．２ｍ 
・工事着手予定日  

  Ｈ２３年２月下旬 ★ 

・工事完成予定日  

  Ｈ２４年３月下旬 ★ 

★Ｈ２２年１２月６日の説明会時点 

2/14 頁 １．建設構想(業者説明会資料より) 



２．説明会(土地利用構想の説明会)議事録、抜粋・要旨         3/14 頁 
 ◆第１回説明会 Ｈ２２年１２月６日 

住民からの質問 業者の回答 

◎私は６０年位住んでい

ますが、迷惑です。住民の

生活を無視しています。 

◎この場所は、１０階建を

建てる様な場所ではあり

ません。 

◎本計画建物の見直しを

要求します。 

◎先程、階数・戸数の変更は致しませんと御話さ

せて頂きましたが、御意見・御要望を多数頂きま

したので、協議させて頂きます。先程は、大変申

し訳御座いませんでした。協議結果につきまして

は、第二回説明会にて御話させて頂きます。出来

れば、年内、第二回近隣説明会を行いたいと考え

ております。年内に出来ない場合は、協議結果が

出次第、速やかに行わせて頂きます。 

 ◆第２回説明会 Ｈ２３年２月１７日 

業者の説明・回答 
◎１０階建・１３５戸の計画は、基本計画のとおりとさせていただきます。 

個別に関わる問題については、状況に応じてお話し合いをさせていただきます。

その他諸々の問題にいては、これから日野市との協議を行ってまいります。 

 

 ◆説明会終了通知 Ｈ２３年２月２６日 



３．意見書に対する回答、抜粋・要旨                         4/14 頁 
意   見 業者見解・回答 

◎当該事業について次のよ

うな構想の見直しを提案し

ます。 

1.全て低層の戸建住宅とす 

 る。 

2.集合住宅の場合は、高さ 

 ５階までとし、南北方向 

 に配置する。 

(条例86条にもとづく意見書 

◎本構想は、市まちづくり施策を踏まえた各種

の規制及び関係法規に適応して行うものです。

◎本事業については、ファミリータイプ１３５

戸(１０階建)を確保しないと採算が成り立ちま

せん。◎よって開発事業者としては、ご提案に

応諾することはできません。（２月２８日付） 

◎行政、住民が一体となって永年推し進めてき

た敷地周辺のまちづくり(用途地域等)を背景に

計画策定しておりますので、環境破壊に繋がる

ことはないと考えます。 

◎現状の環境・景観は、他人の所有地が高度利

用されていないことの反射的な利益の側面であ

り、環境・景観悪化によって営業的および資産

的価値が低下しても、これを丌法行為と解する

のは相当ではないと考えております。（２月２６

日付） 

 １２月１７日付） 

◎環境破壊です。 

◎環境悪化で営業ができな

くなった場合は補償してく

ださい。 

(業者への直接の意見書) 



４．日野市長への公聴会開催要望とその結果                   5/14 頁 

 【条例 第 88 条 抜粋・要旨】 
  市長は、説明会議事録、意見書及び見解書の内容を考慮し、必要があると認め 

 るときは、公聴会を開催することができる。 

 

 【要望書 抜粋・要旨】(３月１５日付) 
  ◎事業者からの説明主旨は、「計画通りに進める」、「階数、戸数の変更は考えて 

   いない」、「今後は市と協議する」とのことでした。 

  ◎構想の見直しを求めた意見書に対しても、たとえば低層戸建てにした場合の 

   採算検討も無く、見直し拒絶の見解です。 

  ◎日野のまちづくりに関する各施策への適合についても、「配慮に努める考えで 

   す」のみで、具体的な検討の内容が一切示されていませんでした。 

  ◎ついては、「規制への適合」という点だけでなく、「安らぎのある安全で良好 

   な住環境の維持及び創出」や「快適な生活環境と貴重な自然との調和」等を 

   求めているまちづくり条例の理念や条項との関係から、当該地に大規模マン 

   ション建設が適切なのかどうかについて、広く意見を聴取していただきたく。 

 

 



５．日野市のまちづくりの条例や施策などに照らして              

 ①日野市マスタープラン 
  ★都市計画法第 18 条の 2に基づき、議会の議決によって定められた「都市計画 

      に関する基本的な方針」。(2020 年を目標年次として平成 15年度策定) 
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 ②都市計画(用途地域、高度地区の最終変更日 H22.1.22) 
  ★市が提案し、東京都が決定する。 

 用途地域種別 建ﾍﾟｲ率 容積率 高度地区 

 準住居地域 ６０ ２００ 第２種 

 第１種低層住

宅専用地域 
５０ １００ 

第１種 

１０ｍ 

 

 

 

              【第２種高度地区】 

   

 

 

 

 

 

 

 

(準住居地域での建築可）住宅等、学校等、店舗、

事務所、ゴルフ練習場・パチンコ屋、等々 
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真北 ８ｍ 

１５ｍ 

５ｍ 

北側隣地境界線又は、 

道路反対側境界線 

１ 

０．６ 

４０ｍ 
８０ｍ 

３４ｍ 

５８ｍ 

１１階 

１９階 



 ③地区計画・豊田南地区(最終変更日 H17.11.25) 
  ★マスタープラン実現に向け、市が独自に建物の用途や高さ等の制限を定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区区分 土地利用方針 高さの最高限度 

 沿道地区 車利用のサービス業務施設地 無し 

 住宅地区(A) やや密度の高い複合住宅地 無し 

 
住宅地区(B) 

低層、低密でゆとりのある近

郊住宅地 
無し 
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 ④開発敷地面積４９８３ｍ２（５０００ｍ２未満）に関連して   9/14 頁 

  ５０００ｍ２以上の場合 事業者の回答 

◆土地購入３か月前に市に届出必要。 

 (まちづくり条例８２条) 

条例は知っていた。意図的ではなく、売

地が４９８３ｍ２だった。Ｈ２２年８月

１９日に土地購入契約済み。 

◆進入路道路幅員７．５ｍ以上で、 

  車道と分離した歩道を設ける。 

  (まちづくり指導要綱２４条) 

要綱は知らなかった。４９８３ｍ２の条

件で計画進めている(道路幅員６ｍ、歩

道無し)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活道路 

・道路幅員 ６ｍ 

・歩道無し 

・片側用水路 

駐車場 出入り口 

正面口 

(人出入り口) 



 ⑤参考：日野バイパス沿道(万願寺・川辺堀之内)地域の場合 10/14 頁 
  イ)マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ロ)都市計画図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区区分 土地利用の方針 高さの最高限度 

 
沿道地区Ａ 

大規模店舗の誘導。中高層建物で

後背住宅地への騒音遮断。 
２５ｍ以下 

 

沿道地区Ｂ 

商業・業務機能の誘導。閑静住宅

地と調和した緑豊かな沿道景観

形成 

１５ｍ以下 

   ※２５ｍ以下はおよそ８階、１５ｍはおよそ５階 
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 ⑥マスタープラン実現の保証は、有効な「地区計画」       12/14 頁 

  ◆地区計画とは、用途地域が定められている土地の区域で、計画の目標、方針、「建築物等の 

   用途 の制限、建築物の容積率、建築物の建ぺい率、建築物等の高さなど」の整備について、 

   市町村が定める都市計画。(都市計画法＜以下法と表す＞第１２条) 

  ◆市町村が定める都市計画は、基本方針(マスタープラン)に即したものでなければならない。 

 (法第１８条) 

  ◆市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する。(法第１９条) 

  ◆市町村は、都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなけ 

   ればならない。(法第２１条) 

  ◆政令で定める規模(〇・五ヘクタール、又は、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満) 

   以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権、借地権」を有する者は、一人で、又 

   は数人共同して、市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができ 

   る。この場合、土地所有者等の三分の二以上の同意を得ていること。 (法第２１条の２) 

  ◆市町村長は、建築等の計画が、地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に 

   対し、変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。  

   市町村長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に 

   対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めな 

   ければならない。 (法第５８条の２) 

  ※上記の文章は要約です。 



 ⑦開発事業の流れ(日野市ホームページから抜粋)      13/14 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般開発事業 

・５００ｍ２以上 

・階数３以上(戸建て除く) 

開発基本計画の届出 

説明会の開催 

周辺住民との協議 

(住民との合意努力要) 

事前協議申請書提出 

住民等への説明 

住民から意見書提出 

調整会開催要請 

調整又は協議 

市からの指導書公布 

開発事業申請書提出 

指導書の見解提出 

指導基準の審査 

開発許可申請・許可 

建築確認申請 

まちづくり施策上の助言 

大規模土地取引 

・５０００ｍ２以上 

大規模土地取引の届出 

・土地取引の３か月前 

 

大規模開発事業 

・５０００ｍ２以上 

・戸数１００以上 

土地利用構想の届出 

説明会の開催 

市民等から意見書提出 

必要により公聴会開催 

必要な助言・指導 

意見書の見解提出 
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  □今回の懇談会で紹介された資料の全文コピー(資料代 ２００円) 

 

  □「住みよい豊田をつくる会」からの今後の情報・連絡・案内 

 

  名前：                 

 

  住所：                       

 

  電話：                

 

  Ｅ．ｍａｉｌ：                         

 

切り取り線 


